平成１９年９月５日

会　員　各位

（社）長野県建築士事務所協会

会　長　柳　澤　隆　一

ＣＰＤ研修委員会　　　
委員長　依　田　政　司

ＣＰＤ制度・ＣＰＤブックの概要ご案内について

１．（社）長野県建築士事務所協会ＣＰＤ制度（継続能力研修制度）を開始するに当たりＣＰＤ研修委員会で標記の「ＣＰＤブック」を作成いたしましたので送付いたします。
２．この制度は、建築士事務所の業務遂行能力、資質向上のために行われる研修等の履歴を単位として認定、管理します。その成果は事務所協会のホームページ及び会報誌にて公表し、広く一般消費者に対して『達成事務所名』を広報する制度です。
３．ＣＰＤ制度は、全会員事務所が対象となり無料にて参加できます。

４．ＣＰＤブックは、県内の全会員事務所に１冊あて送付いたします。

５．ＣＰＤ対象者は、会員事務所に所属する「開設者」「管理建築士」「それに準ずる者」とします。

　　１研修会に１事務所より２名以上の参加者があっても、取得できる単位は１名分です。

６．『ＣＰＤブック』は、ポケットサイズにて作成しましたので常時携帯可能です。また、研修等に出席する時は、『ＣＰＤ会員証』とともに忘れずに持参して下さい。
７．ＣＰＤブックは、研修等に出席した際、受付に提示して４ページの部分に押印を受けて下さい。
　　取得単位、研修名称は、各自にてご記入いただき、累積取得単位の自己管理にご利用ください。

８．本会が主催する講習会、講演会、勉強会、建築見学会、委員会、等の研修会に持参して受付時に提示し押印を受けてください。（後日の押印、記入も可）

９．支部及び関係団体の主催する上記の研修等、及び社会貢献活動も対象となりますが、ＣＰＤ認定委員会の認定が必要になります。（別紙申請書により事前申請して下さい。）
１０．ＣＰＤ制度の事業年度は毎年８月より翌年７月までの１年間とします。
１１．住宅金融支援機構の「適合証明技術者業務講習会」の受講事務所は２単位取得とします。

１２．長野県知事指定講習「建築士事務所の管理講習会」及び指定法人の行う「建築士事務所の開設者研修会」の受講事務所は３単位取得とします。

１３．ＣＰＤ制度の概要については、ＣＰＤブックの２ページを参照してください。

１４．継続能力研修制度要綱（ＣＰＤ制度要綱）及びＣＰＤ関連帳票（自己研修等の単位認定申請書、支部研修等の認定申請書、支部研修等の単位一括認定申請書、支部主催研修等の開催計画表）については、事務所協会のホームページに掲載しておりますのでダウンロードにてご利用下さい。
１５．不明な点は、支部長、支部ＣＰＤ委員長、または本会事務局までお問い合わせください。

１６．会員皆様の積極的なご参加をお待ちしております。　自助努力による信頼回復に向けて！
